
計画策定の趣旨
毛呂山町では、昭和48年に「毛呂山町総合振興計画」を策定し、住民ニーズや社会情勢に応じた変化に伴う
課題に対応するため、５次にわたり計画の見直しを行い、まちづくりを推進してきました。
この間、人口減少社会の到来、少子化・超高齢化社会の進行、自然災害への不安の高まり、感染症の流行など
これまでに経験したことのない社会情勢の急激な変化により、行政に求められる役割は非常に大きなものとなっ
ています。こうした町を取り巻く変化に的確に対応し、10年先を見据え、子どもから高齢者まで全ての住民が
町に愛着と誇りを持つことができるまちづくりを目指し、今後の指針となる「第六次毛呂山町総合振興計画」を
策定しました。

計画の構成と期間

 まちの将来像と基本理念
「毛呂山町に住みたい」「毛呂山町に住み続けたい」と思ってもらえるまちづくりを住民みなさんとともに目指
すため、まちの将来像と基本理念を次のとおり定めます。

将来像 みんなでつくる　住みやすいまち　住み続けたいまち　もろやま

基本理念
❶未来を担う子ども
たちが健やかに育
つまち

❷すべての世代がい
きいきと健康で幸
せに暮らせるまち 

❸すべての世代が安
全・安心で快適に
暮らせるまち 

❹誰もが活躍できる 
賑わいと活力のま
ち
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基本構想
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基本計画

実施計画

 将来像 ・ 基本理念 などまちづくりの基本的な方向性を明らか
にするもの

各分野の政策方針や目指すべき方向性を示すもの

基本計画に定めた施策などを具体的に示すもの

R７年度

R７年度

R７年度

R16年度

R16年度

毎年度更新

前期　5年間 後期　5年間

3年間

10年間



まちづくりの基本方針（前期基本計画の概要）

将来像の実現に向けて、３つのリーディングプロジェクトと10章からなる政策分野に基づきまちづくりを推
進します。

リーディングプロジェクト
リーディングプロジェクトは、前期基本計画５年間で町が重点的に取り組む３つのテーマであり、政策分野を
跨いだ横断的な取組により、前期基本計画全体を牽引するものです。

 ❶ 少子化対策プロジェクト
結婚や出産など若い世代の希望をかなえられる、安心して
子育てができる毛呂山町へ

主
な
事
業

● 未来応援奨学金返還支援事業
● 結婚新生活支援事業
● 定住促進補助事業
● 子育て世帯住宅支援事業
● 子ども・子育てサポート事業

● 産前産後サポート事業
● 魅力ある遊びの場整備事業
● 小中学校給食費無償化事業
● 保育所等給食費無償化事業
● 保育料負担軽減事業

 ❷ 未来を担う子ども育成プロジェクト　　 
充実した学習環境の提供により、自己肯定感、将来を
切り拓く力及び心身ともに健やかな子どもを育みます　

主
な
事
業

● 毛呂山町ステップアップ教室
● ＩＣＴ教育推進事業
● 小中一貫教育推進事業
● 中学生海外留学事業

● 国内交流事業
● 中学生修学旅行費無償化事業
● 子どもの食育・健康教育推進事業
● 不登校対策推進事業

 ❸ 健幸づくりプロジェクト
毛呂山町に暮らす全ての住民が心身ともに健やかに、
住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちへ

主
な
事
業

● 健幸ウォーキング事業
● みんなでウォーキング事業
● スポーツフェスタもろやま

● キッズチャレンジ事業
● 鎌倉街道健幸ウォーク事業



政　策　分　野

　第１章　子育て

◆安心して妊娠、出産、子育てができるまちを目指します。
◆子どもの居場所づくりにより子どもの健やかな成長や、子育て家庭が安心して子育てができるよう、子育て
環境の整備を進めます。

取組内容　　子どもの居場所の充実 / 子育て家庭への経済的支援 / 病後児保育の充実 など

　第２章　教育

◆児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導により、基礎学力の向上を目指します。
◆不登校の児童生徒や保護者への包括的なサポート体制を構築します。

取組内容　　個別最適な学びとＩＣＴを活用した学習支援による学力向上 / 不登校対策の充実 など

 　第３章　健康づくり

◆生活習慣病や介護予防などについて住民一人ひとりが関心を持ち、意識改革から行動変容を促すことにより、
健康寿命の延伸を図ります。

取組内容　　生活習慣病の発症予防と重症化予防 / こころの健康支援 / がん患者への支援 など

　第４章　福祉

◆住民相互に支え合う地域共生社会の実現を目指します。
◆高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、地域包括ケアシステムの推進を図ります。

取組内容　　住民が支え合い活躍できる地域づくり / 生きがいづくりと社会参加の促進　など

　第５章　まちづくり

◆道路整備や公共交通の充実などにより、居住環境の整備を進めます。
◆交通安全施策の充実による安全なまちづくりを進めます。

取組内容　　中心市街地エリアの整備 / 町が運行する公共交通の利便性向上 / 建築物の耐震化　など



　第６章　生活環境整備

◆深刻化する自然災害などから安全・安心な生活を守る持続可能なまちの実現を目指します。
◆環境保全の取組により、豊かな自然環境や清らかな河川を守り、良好な生活環境が保たれるまちづくりを進
めます。

取組内容　　再生可能エネルギーの利用拡大 / 老朽空き家の解消 / 上水道施設の基盤強化 など

　第７章　産業振興

◆町内産業の活性化や町の賑わい創出を図ります。
◆観光面の効果的な周知や観光施設の魅力向上を図ります。
◆農業の担い手確保や遊休農地の活用などによる農業の活性化や森林の適正管理を図ります。

取組内容　　商工業の振興 / 観光ＰＲの推進 / 森林の保全 / 優良農地の保全 など

　第８章　地域振興

◆ライフスタイルや価値観の多様化から地域コミュニティの希薄化が課題となっている中、持続可能なコミュ
ニティづくり、自治会運営支援、住民主体のまちづくりを推進します。

◆様々な人権課題に対する正しい理解を深め、人権を尊重する機運を高めます。

取組内容　　持続可能なコミュニティの形成　/ 地域の多文化共生の推進 / 地域活動の支援強化　など

　第９章　危機管理

◆防災体制の充実や地域防災力の向上により、災害に強いまちづくりを進めます。
◆休日夜間に医療機関を受診できる体制整備により、住民の健康を守り、安全な暮らしを支えます。

取組内容　　防災体制の充実 / 消防力の強化と火災予防啓発 / 救急医療体制の確保 など

　第10章　行政管理

◆定住促進施策の充実により、住みたい・住み続けたいと思ってもらえるまちづくりを推進します。
◆ＤＸの推進により、住民がどこにいても行政サービスを享受できる環境づくりを進めます。
◆効率的な行政運営の推進とともに、住民満足度の向上を目指します。

取組内容　　ライフサイクルに応じた支援制度の充実 / 町の魅力の効果的な発信と交流の促進 など
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第六次毛呂山町総合振興計画
基本構想・前期基本計画 〒350-0493　埼玉県入間郡毛呂山町中央２丁目1番地

電話：049-295-2112（代）
FAX：049-295-0771
町ホームページ：https://www.town.moroyama.saitama.jp
◎総合振興計画の全文は上記の町ホームページから閲覧可能です。
　また、冊子の有償頒布も行っています。
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